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◎ 許可不要案件一覧                               別表１ 

法４条の場合（法４条第１項、規則第２９条各号） 

 

１． 耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又 

  はその農地（二アール未満のものに限る。）をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に 

供する場合 

２． 耕作の事業以外の事業に供するため、法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされ

ている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合 

３． 法第四十七条の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合 

４． 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合 

５． 土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法（ 

昭和二十九年法律第百二十号）第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による土地区画整理の施行により道路 

、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにす 

る場合 

６． 地方公共団体（都道府県等を除く。）がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他

の施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの（第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、

特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。）の敷地に供するためその区域（地方公共団体

の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域）内にある農地を農地以外のものにする場合 

７． 道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号）第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路 

の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 

８． 独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のた

めに必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため

農地を農地以外のものにする場合 

９． 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）

第九条第一項の規定による認可を受けた者が鉄道施設（当該認可を受けた者にあってはその認可に係るもの

に限る。以下同じ。）の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設

に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 

10． 成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路

若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のも

のにする場合又は航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項

の規定による許可に係る航空法施行規則（昭和二十七年運輸省令第五十六号）第一条に規定する航空保安無

線施設若しくは航空灯火（以下「航空保安施設」という。）の設置予定地とされている土地（以下「航空保

安施設設置予定地」という。）の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場

合 

11． 法第五条第一項第六号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合 

12． 都市計画事業（都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。）の施行者が市街 

化区域内において同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又 

は同法第六十八条第一項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のもの 

にする場合 

13． 電気事業者が送電用若しくは配電用の施設（電線の支持物及び開閉所に限る。）若しくは送電用若しくは

配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは

索道（以下「送電用電気工作物等」という。）の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 

14． 地方公共団体（都道府県等を除く。）、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社（ 

  公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）に基づく土地開発公社をいう。以下同

じ。）、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国（国が出資の額の全部を出資している法人を含む。）若

しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人（国又は都道府県が作成した地域開発に関する計

画で農林水産大臣が指定するもの（以下「指定計画」という。）に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用

に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。）で農林水産大臣が指定するもの（以

下「指定法人」という。）が市街化区域（指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域）内にある農地

を農地以外のものにする場合 

15． 独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）第十八条第一項各号
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に掲げる施設（以下「特定公共施設」という。）又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設

の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 

16． 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系（その支持物を含む。）若しくは中継施設又

はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにす

る場合 

17． 地方公共団体（都道府県等を除く。）又は災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第

五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策

又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するた

め農地を農地以外のものにする場合 

18． ガス事業者（ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。

第五十三条第十七号において同じ。）が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の

状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合 

19． 農地を家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第二十一条第一項又は第四項の規定による 

焼却又は埋却の用に供する場合 

20． 地方公共団体（都道府県等を除く。）が文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）第九十九条第一

項の規定による土地の発掘（同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包

蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。第五十

三条第十九号において同じ。）を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合 

 

 

法５条の場合（法５条第１項、規則第５３条各号） 

 

１． 法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地を耕作及び

養畜の事業以外の事業に供するために貸し付けることにより法第三条第一項本文に掲げる権利が設定される

場合 

２． 法第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合 

３． 法第四十七条の規定による売払いに係る農地又は採草放牧地についてその売払いを受けた者がその売払いに

係る目的に供するため第一号の権利を設定し、又は移転する場合 

４． 土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため第一号の権利を取得する場合 

５． 地方公共団体（都道府県等を除く。）がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の

施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの（第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別

区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。）の敷地に供するためその区域（地方公共団体の組合

にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域）内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取

得する場合 

６． 道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため第一号の

権利を取得する場合 

７． 独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のため

に必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一

号の権利を取得する場合 

８． 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法第九条第一項の規定による認可を

受けた者が鉄道施設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に

伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合 

９． 成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若し

くは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空保安施設設置予定

地の区域内にある農地若しくは採草放牧地について航空保安施設を設置するため第一号の権利を取得する場

合 

10． 都市計画法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十

八条第一項の規定による請求によつて都市計画事業に供するため市街化区域内にある農地又は採草放牧地に

つき所有権が移転される場合 

11． 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合 

12． 地方公共団体（都道府県等を除く。）、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社、 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構又は指定法人が市街化区域（指定法人にあつては、指定計画に係る市 

街化区域）内にある農地又は採草放牧地につき第一号の権利を取得する場合 

13． 独立行政法人都市再生機構が特定公共施設又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の

建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合 

14． 認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系（その支持物を含む。）若しくは中継施設

又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため第一号の権利を取得する

場合 

15． 地方公共団体（都道府県等を除く。）又は災害対策基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しく

は同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌

業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合 

16． 特定地方公共団体である市町村又は特定被災市町村が、東日本大震災又は特定大規模災害からの復興の

ために定める集団移転促進事業計画に係る移転促進区域内にある農地又は採草放牧地を、耕作及び養畜の

事業以外の事業に供するため当該集団移転促進事業計画に基づき実施する集団移転促進事業により取得す

る場合 

17． ガス事業者が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の

敷地に供するため第一号の権利を取得する場合 

18． 家畜伝染病予防法第二十一条第一項又は第四項の規定による焼却又は埋却の用に供するため第一号の権利 

を取得する場合 

19． 地方公共団体（都道府県等を除く。）が文化財保護法第九十九条第一項の規定による土地の発掘を行う

ため、農地を一時的に農地以外のものにし、又は採草放牧地を一時的に採草放牧地以外のもの（農地を除

く。第五十七条の三において同じ。）にするためこれらの土地につき使用及び収益を目的とする権利が設

定される場合 
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                                         別表２ 

◎ 宅地分譲を目的とする宅地造成事業の特例措置一覧（農地法施行規則第４７条第５号） 
農地法施行規則 事業主体 用途 留意事項 関係通知 

イ 農業構造の改善に資する事業の実施に

より農業の振興に資する施設の用に供さ

れる土地を造成するため農地を農地以外

のものにする場合であつて、当該農地が 

当該施設の用に供されることが確実と認

められるとき。 

市町村 

農業協同組合 

農業用施設等 「農業構造の改善

に資する事業」と

は、経営構造対策

事業をいう。 

「当該農地が当該

施設の用に供され

ることが確実」か

否かは右通知によ

り判断される。 

「経営構造対策事業の

実施と農地転用許可と

の調整について」 

(平12.3.29,12構改Ｂ

335) 

ロ 農業協同組合が農業協同組合法第十条

第五項に規定する事業の実施により工場、

住宅その他の施設の用に供される土地を

造成するため農地を農地以外のものに 

する場合であつて、当該農地がこれらの施

設の用に供されることが確実と認められ

るとき。 

農業協同組合 工場、住宅 

その他の施設 
  

ハ 農地中間管理機構（農業経営基盤強化促

進法第七条第一号に掲げる事業を行う者

に限る。第五十七条第五号ハにおいて同

じ。）が農業用施設の用に供される土地を

造成するため農地を農地以外のものにす

る場合であつて、当該農地が当該施設の用

に供されることが確実と認められるとき。 

農地中間管理機

構 

農業用施設 
  

ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工

場、住宅その他の施設の用に供される土地

を造成するため農地を農地以外のものに

する場合 

事業主体を問わ

ない 

工場、住宅 

その他の施設 

第38条に規定する

計画は、農業振興

地域整備計画、農

振法施行規則第4

条の4第26号の2及

び27号の要件を満

たす計画が該当す

る。 

 

ホ 非農用地区域内において当該非農用地

区域に係る土地改良事業計画に定められ

た用途に供される土地を造成するため農

地を農地以外のものにする場合であつて、

当該農地が当該用途に供されることが確

実と認められるとき。 

事業主体を問わ

ない 

非農用地区域

に係る土地改

良事業計画に

定められた用

途 

非農用地区域に設

定する場合には、

右通知により土地

調整が行われる。 

「非農用地区域の設定

に伴う土地改良事業を

行う場合における農地

法等関連制度との調整

措置について」(昭49.7.

12,49構改Ｂ1241) 

ヘ 都市計画法第八条第一項第一号に規定

する用途地域が定められている土地の区

域（農業上の土地利用との調整が調つたも

のに限る。）内において工場、住宅その他

の施設の用に供される土地を造成するた

め農地を農地以外のものにする場合であ

つて、当該農地がこれらの施設の用に供さ

れることが確実と認められるとき。 

事業主体を問わ

ない 

定められた用

途に即した住

宅、工場、そ

の他の施設 

「農業上の土地利

用との調整」は、

右通知により行わ

れる。 

「都市計画と農林漁業

との調整措置について」

(平14.11.1,14農振

1452) 
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農地法施行規則 事業主体 用途 留意事項 関係通知 

ト 都市計画法第十二条の五第一項に規定

する地区計画が定められている区域（農業

上の土地利用との調整が調つたものに限

る。）内において、同法第三十四条第十号

の規定に該当するものとして同法第二十

九条第一項の許可を受けて住宅又はこれ

に附帯する施設の用に供される土地を造

成するため農地を農地以外のものにする

場合であつて、当該農地がこれらの施設の

用に供されることが確実と認められると

き。 

事業主体を問わ

ない 

住宅又は 

これに附帯す

る施設 

「農業上の土地利

用との調整」は、

右通知により行わ

れる。 

 また、都市計画

法第34条第10号の

規定に該当するも

のとして同法第29

条第1項の許可を

受けて行うものに

限られる。 

「都市計画と農林漁業

との調整措置について」

(平14.11.1,14農振145

2) 

チ 集落地域整備法第五条第一項に規定す

る集落地区計画が定められている区域（農

業上の土地利用との調整が調つたものに

限る。）内において集落地区整備計画に定

められる建築物等に関する事項に適合す

る建築物等の用に供される土地を造成す

るため農地を農地以外のものにする場合

であつて、当該農地がこれらの建築物等の

用に供されることが確実と認められると

きき。 

事業主体を問わ

ない 

集落地区計画

に定められる

建築物等に関

する事項に適

合する建築物

等 

「農業上の土地利

用との調整」は、

右通知により行わ

れる。 

 

「多極分散型国土形成

促進法及び地域産業の

高度化に寄与する特定

事業の集積の促進に関

する法律に基づく開発

計画並びに集落地域整

備法に基づく集落地区

計画における施設の整

備と農地等転用規制及

び農業振興地域制度と

の調整等に係る留意事

項について」(平元.3. 

30,元構改Ｂ155）等 

リ 国（国が出資している法人を含む。）の

出資により設立された法人、地方公共団体

の出資により設立された一般社団法人若

しくは一般財団法人、土地開発公社又は農

業協同組合若しくは農業協同組合連合会

が、農村地域への産業の導入の促進等に関

する法律（昭和四十六年法律第百十二号）

第五条第一項に規定する実施計画に基づ

き同条第二項第一号に規定する産業導入

地区内において同条第三項第一号に規定

する施設の用に供される土地を造成する

ため農地を農地以外のものにする場合 

国出資の設立法

人、地方公共団

体出資で設立の

一般社団法人、

一般財団法人、

土地開発公社、

農業協同組合、

農業協同組合連

合会 

導入される産

業の用に供す

る施設 

農村地域産業等導

入実施計画を定め

ようとするとき

は、右通知により

土地利用調整が行

われる。 

「農村地域への産業の

導入の促進等に関する

法律に基づく農村地域

工業等導入実施計画の

農地転用に関する許可

基準上の取扱いについ

て」 （昭47.3.13, 

47農地Ｂ422）等 

ヌ 総合保養地域整備法（昭和六十二年法律

第七十一号）第七条第一項に規定する同意

基本構想に基づき同法第四条第二項第三

号に規定する重点整備地区内において同

法第二条第一項に規定する特定施設の用

に供される土地を造成するため農地を農

地以外のものにする場合であつて、当該農

地が当該施設の用に供されることが確実

と認められるとき。 

 

事業主体を問わ

ない。 

重点整備地区

内の特定施設 

重点整備地区内の

施設整備計画を定

めようとするとき

は、右通知により

土地利用調整が行

われる。 

「総合保養地域整備法

に基づく重点整備地区

の整備と農地転用規制

との調整等について」

（昭62.11.19,62構改Ｂ

1139）等 
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農地法施行規則 事業主体 用途 留意事項 関係通知 

ヲ 多極分散型国土形成促進法（昭和六十三

年法律第八十三号）第十一条第一項に規定

する同意基本構想に基づき同法第七条第

二項第二号に規定する重点整備地区内に

おいて同項第三号に規定する中核的施設

の用に供される土地を造成するため農地

を農地以外のものにする場合であつて、当

該農地が当該施設の用に供されることが

確実と認められるとき。 

事業主体を問わ

ない。 

重点整備地区

内の中核的施

設 

重点整備地区内の

施設整備計画を定

めようとするとき

は、右通知により

土地利用調整が行

われる。 

「多極分散型国土形成

促進法及び地域産業の

高度化に寄与する特定

事業の集積の促進に関

する法律に基づく開発

計画並びに集落地域整

備法に基づく集落地区

計画における施設の整

備と農地等転用規制及

び農業振興地域制度と

の調整等に係る留意事

項について(平元.3.30,

元構改B155)等 

ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務

施設の再配置の促進に関する法律（平成四

年法律第七十六号）第八条第一項に規定す

る同意基本計画に基づき同法第二条第二

項に規定する拠点地区内において同項の

事業として住宅及び住宅地若しくは同法

第六条第五項に規定する教養文化施設等

の用に供される土地を造成するため又は

同条第四項に規定する拠点地区内におい

て同法第二条第三項に規定する産業業務

施設の用に供される土地を造成するため

農地を農地以外のものにする場合であつ

て、当該農地がこれらの施設の用に供され

ることが確実と認められるとき。 

事業主体を問わ

ない。 

拠点地区内の

住宅、教養文

化施設等、産

業業務施設 

拠点地区内の施設

整備計画を定めよ

うとするときは、

右通知により土地

利用調整が行われ

る。 

「地方拠点都市地域の

整備及び産業業務施設

の再配置の促進に関す

る法律に基づく拠点地

区の整備と農地等転用

規制との調整等につい

て」(平5.2.5,構改B63）

等 

カ 地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律（平成十

九年法律第四十号）第十四条第二項に規定

する承認地域経済牽引事業計画に基づき

同法第十一条第二項第一号に規定する土

地利用調整区域内において同法第十三条

第三項第一号に規定する施設の用に供さ

れる土地を造成するため農地を農地以外

のものにする場合であつて、当該農地が当

該施設の用に供されることが確実と認め

られるとき。 

事業主体を問わ

ない。 

地域経済牽引

事業の用に供

する施設 

  

タ 大都市地域における優良宅地開発の促

進に関する緊急措置法（昭和六十三年法律

第四十七号）第三条第一項の認定を受けた

宅地開発事業計画に従つて住宅その他の

施設の用に供される土地を造成するため

農地を農地以外のものにする場合であつ

て、当該農地がこれらの施設の用に供され

ることが確実と認められるとき。 

 

 

事業主体を問わ

ない。 

住宅その他の

施設 

宅地開発事業計画

を定めようとする

ときは、右通知に

より土地利用調整

が行われる。 

「大都市地域における

優良宅地開発の促進に

関する緊急措置法に基

づく宅地開発と農地等

転用規制との調整等に

ついて」(昭63.12.26, 

63構改Ｂ1261） 
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農地法施行規則 事業主体 用途 留意事項 関係通知 

レ 地方公共団体（都道府県等を除く。）又

は独立行政法人都市再生機構その他国（国

が出資している法人を含む。）の出資によ

り設立された地域の開発を目的とする法

人が工場、住宅その他の施設の用に供され

る土地を造成するため農地を農地以外の

ものにする場合 

地方公共団体、

独立行政法人都

市再生機構、国

(国が出資して

いる法人を含

む。）の出資に

より設立された

地域開発を目的

とする法人 

工場、住宅 

その他の施設 

  

ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機

構その他国若しくは地方公共団体の出資

により設立された法人が、ダムの建設に伴

い移転が必要となる工場、住宅その他の施

設の用に供される土地を造成するため農

地を農地以外のものにする場合 

電気事業者、国

又は地方公共団

体の出資により

設立された法人 

工場、住宅 

その他の施設 

  

ツ 事業協同組合等（独立行政法人中小企業

基盤整備機構法施行令（平成十六年政令第

百八十二号）第三条第一項第三号に規定す

る事業協同組合等をいう。以下同じ。）が

同号に規定する事業の実施により工場、事

業場その他の施設の用に供される土地を

造成するため農地を農地以外のものにす

る場合 

事業協同組合、

事業協同組合連

合会 

工場、事業場 

その他の施設 

  

ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会

若しくは土地開発公社又は一般社団法人

若しくは一般財団法人が住宅又はこれに

附帯する施設の用に供される土地を造成

するため農地を農地以外のものにする場

合であつて、当該農地がこれらの施設の用

に供されることが確実と認められるとき。 

地方住宅供給公

社、日本勤労者

住宅協会、土地

開発公社、一般

社団法人、一般

財団法人 

住宅又はこれ

に附帯する施

設 

  

ナ 土地開発公社が土地収用法第三条各号

に掲げる施設を設置しようとする者から

委託を受けてこれらの施設の用に供され

る土地を造成するため農地を農地以外の 

ものにする場合であつて、当該農地がこれ

らの施設の用に供されることが確実と認

められるとき。 

土地開発公社 土地収用法第

3条に掲げる

施設 

 「土地開発公社の土地

収用該当施設用地等に

係る農地取得の取扱い

について」（昭55.10.6,

55構改Ｂ1533） 

ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定さ

れた地域内にある農用地（農用地土壌汚染

対策計画において農用地として利用すべ

き土地の区域として区分された土地の区

域内にある農用地を除く。）その他の農用

地の土壌の特定有害物質による汚染に起

因して当該農用地で生産された農畜産物

の流通が著しく困難であり、かつ、当該農

用地の周辺の土地の利用状況からみて農

用地以外の土地として利用することが適

当であると認められる農用地の利用の合

理化に資する事業の実施により農地を農

地以外のものにする場合 

事業主体を問わ

ない。 

用途を問わな

い。 
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別表３ 

◎ 農地等転用関係法令一覧表 

法 令 等 規 制 さ れ る 行 為 県 担 当 課 

農地法 農地等の賃貸借の解約等 農山村振興課 

農業振興地域の整備に関す

る法律 

農用地区域内における開発行為全般及び、農用地利用計

画で指定された用途以外への転用の制限 

農山村振興課 

森林法 地域森林計画対象の民有地保安林内における 1ha を超え

る開発行為及び樹木の伐採 

林政課 

消防法 危険物（発火性又は引火性の物品）の製造所、貯蔵所、

取扱所の設置 

消防保安室 

ガス事業法 一般ガス事業（一般の需要に応じ導管によりガスを供給） 

簡易ガス事業（簡易な設備でガスを発生させ、一般需要

に応じ導管によりガスを供給） 

消防保安室 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造、貯蔵、販売等 消防保安室 

火薬類取締法 火薬類の製造、販売、貯蔵等 消防保安室 

児童福祉法 児童福祉施設の設置聴取 こども未来課 

こども家庭課 

障害福祉課 

老人福祉法 老人福祉施設の設置 長寿社会課 

医療法 病院の開設 

医師及び歯科医師でない者が行う診療の所の開設 

助産婦でない者が行う助産所の開設 

医療政策課 

薬事法 薬局の開設、医薬品の販売、医薬品、医薬部外品、化粧

品、医療用具の製造、輸入 

薬務行政室 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律 

廃棄物の収集、運搬、処分 

一般廃棄物 

産業廃棄物 

資源循環推進課 

墓地、埋葬等に関する法律 墓地、納骨堂、火葬場の経営 生活衛生課 

旅館業法 旅館の経営 生活衛生課 

国有財産法 道路法の適用を受けない道路（里道）や河川法の適用を

受けない河川（水路）等用途廃止、寄附等の行為 

道路維持課 

河川課 

建築基準法 

 

来客を目的とする建物、学校、体育館、倉庫、自動車工

場等の特殊建築物で延べ 100㎡を超えるもの 

木造の建築物で３階以上又は延べ面積 500 ㎡若しくは高

さが 13ｍ、軒の高さが 9ｍを超えるもの 

木造以外の建築物で２階以上又は延べ面積が 200 ㎡を超

えるもの 

都市計画区域内の建築 

建築課 

都市計画法 市街化区域内における 1,000㎡以上の開発行為 

市街化調整区域内における開発行為全般 

未線引の都市計画区域ないにおける 3,000 ㎡以上の開発

行為 

都市政策課 
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法 令 等 規 制 さ れ る 行 為 県 担 当 課 

宅地造成及び特定盛土等規

制法 

規制区域内において、盛土等を行う場合 盛土対策室 

風致地区内における建築等

の規制に関する条例 

風致地区内における建築物、その他工作物の新築等、土

地の造成等 

道路維持課 

 

河川法 河川区域内における流水の占用、土地の占用、土石等の

採取、工作物の新築等、土地の掘削等 

河川保全区域、河川予定地内における土地の掘削及び工

作物の新築等 

河川課 

道路法 道路敷内において工作物等を設け、継続して道路を使用

する行為 

道路予定地内における開発行為全般 

道路維持課 

海岸法 海岸保全区域内における開発行為全般 港湾課、河川課、 

漁港漁場課、 

農村整備課 

砂利採取法 砂利の採取計画 監理課 

採石法 岩石の採取 監理課 

砂防法 砂防指定地内における開発行為全般 砂防課 

地すべり等防止法 地すべり防止区域内における開発行為全般 河川課 

農村整備課 

森林整備課 

急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律 

急傾斜地崩落危険区域内における開発行為全般 河川課 

農村整備課 

県土地利用指導要綱 １ha以上の開発行為 土地対策室 

航空法 公共用飛行場内において進入表面、移転表面、水平表面

の上に出る高さの物件の設置 

港湾課 

学校教育法 学校の設置 教育環境整備課 

義務教育課 

高校教育課 

文化財保護法 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為 学芸文化課 

県文化財保護条例 現状変更又は保存に影響を及ぼす行為 学芸文化課 

自然公園法 国立公園内、国定公園内における開発行為全般 自然環境課 

長崎県立自然公園条例 県立公園内の特別地域における開発行為全般 自然環境課 

自然環境保全法 自然環境保全地域特別地区内における開発行為全般 自然環境課 

鳥獣保護及び狩猟に関する

法律 

国又は県が設定した鳥獣保護区の特別保護区内における

開発行為全般 

自然環境課 

農山村振興課 

風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律 

風俗営業の経営（例：キャバレー、喫茶店、バー、まあ

じゃん屋、パチンコ屋） 

警察本部 

生活安全部 

土壌汚染対策法 3,000㎡（又は 900㎡）以上の土地の形質の変更 地域環境課 
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別紙１ 

農地転用許可基準上の代替性の検討について  

 

○農用地区域内農地 

※例外許可 ： アンダーライン表示箇所  ⇒  代替性の検討必要 

アンダーライン表示なし  ⇒  代替性の検討不要 

 

・運用通知第２の１の(1)のアの(ｲ)のａ    土地収用法第 26条第 1項の規定による告示に係る事業 

・運用通知第２の１の(1)のアの(ｲ)のｂ    農振法第 8条第 4項に規定する農用地利用計画において指定 

された用途に供する 

・運用通知第２の１の(1)のアの(ｲ)のｃ    仮設工作物の設置等（一時転用） 

                      農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがない 

 

 

○甲種農地 

※例外許可 ： アンダーライン表示箇所  ⇒  代替性の検討必要 

アンダーライン表示なし  ⇒  代替性の検討不要 

 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の a    土地収用法第 26条第 1項の規定による告示に係る事業 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の b    仮設工作物の設置等（一時転用） 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の c    農業用施設、農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施設 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の c    都市住民の農業体験その他の都市等との地域間交流施設 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の c    農業従事者の就業機会増大寄与施設 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の c    農業従事者の良好な生活環境確保施設 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の c    日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置 

（敷地面積が 500㎡以下） 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の d    調査研究 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の d    土石その他の資源の採取 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の d    水産動植物の養殖用施設その他類するもの(水産ふ化場等) 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の d    流通業務施設、休憩所、給油所その他類する施設(自動車修理 

工場、食堂等、コンビニエンスストア及びその駐車場) 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の d    既存施設の拡張（既存施設の敷地の面積の 1/2以下） 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の e    隣接土地との一体的利用（第 1種 1/3以下かつ甲種 1/5以下） 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の f    公益性の高い事業（収用該当事業等を除く） 

・運用通知第２の１の(1)のウの(ｲ)の g    地域整備法等による地域の農業の振興に関する地方公共団体の計

画に従って行われる場合 
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○第１種農地 

※例外許可 ： アンダーライン表示箇所  ⇒  代替性の検討必要 

アンダーライン表示なし  ⇒  代替性の検討不要 

 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の a    土地収用法第 26条第 1項の規定による告示に係る事業 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の b    仮設工作物の設置等（一時転用） 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の cの(a)  農業用施設、農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施設 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の cの(b)  都市住民の農業体験その他の都市等との地域間交流施設 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の cの(c)  農業従事者の就業機会増大寄与施設 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の cの(d)  農業従事者の良好な生活環境確保施設 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の cの(e)  日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の dの(a)  病院、療養所等市街地以外に設置を要する 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の dの(b)  火薬庫又は火薬類の製造施設 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の dの(c)  病院･火薬庫等に類する施設(ごみ焼却場、下水･糞尿等処理場等) 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の eの(a)  調査研究 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の eの(b)  土石その他の資源の採取 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の eの(c)  水産動植物の養殖用施設その他類するもの(水産ふ化場等) 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の eの(d)  流通業務施設、休憩所、給油所その他類する施設(自動車修理工

場、食堂等、コンビニエンスストア及びその駐車場) 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の eの(e)  既存施設の拡張（既存施設の敷地の面積の 1/2以下） 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)のｅの(f)  転用事業に欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、 

電線路、水路その他の施設 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の f    隣接土地との一体的利用(第 1種 1/3以下かつ甲種 1/5以下) 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の g    公益性が高い事業 

・運用通知第２の１の(1)のイの(ｲ)の h    地域整備法等による地域の農業の振興に関する地方公共団体の計

画に従って行われる場合 
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○第２種農地 

 ※甲種、第 1種農地の不許可例外に該当する場合は、代替性の検討は必要ないものが多い。 

  代替地の検討が不要なものは、具体的には次のとおり 

許可の基準（通知抜粋） 

ａ  土地収用法第 26条第１項の規定による告示に係る事業の用に供するために行われるものである場合 

（法第４条第６項ただし書） 

ｂ 仮設工作物の設置等（一時転用） 

ｃ 申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設その他地域の農業の振興に資する

施設として次に掲げるもの 

(a) 農業用施設、農畜産物処理加工施設及び農畜産物販売施設 

(b) 都市住民の農業の体験その他都市等との地域間交流を図るために設置される施設 

(c) 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設 

(d) 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設 

(e) 住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落

に接続して設置されるもの 

ｄ 申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして次に掲げる施設の用に供するために

行われるものであること（令第４条第１項第２号ロ、則第 34条） 

(a) 病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設でその目的を達成する上で市街地以外の地域に設置す

る必要があるもの 

(b) 火薬庫又は火薬類の製造施設 

(c) その他(a)又は(b)に掲げる施設に類する施設 

ｅ 申請に係る農地を特別の立地条件を必要とする次のいずれかに該当するものに関する事業の用に供するため

に行われるものであること（令第４条第１項第２号ハ、則第 35条）。 

 (a) 調査研究（その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。） 

(b) 土石その他の資源の採取 

(c) 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの 

(d) 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に掲げる区域内に設置されるもの 

(e) 既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないもの

に限る。） 

(f)  第１種農地に係る法第４条第１項若しくは第５条第１項の許可又は法第４条第１項第７号若しくは第

５条第１項第６号の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、

水路その他の施設 
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ｆ 申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供するために行うものであって、当

該事業の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められるものであること。ただし、申請

に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る第１種農地の面積の割合が３分の１を超えず、か

つ、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る甲種農地の面積の割合が５分の１を超え

ないものでなければならない（令第４条第１項第２号ニ、則第 36条）。 

ｇ 申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で次のいずれかに該当するものに関する事業の用に供する

ために行われるものであること（令第４条第１項第２号ホ、則第 37条） 

(a) 土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することができる事業（太陽光を電気に変換す

る設備に関するものを除く。） 

(b) 森林法（昭和 26年法律第 249号）第 25条第１項各号に掲げる目的を達成するために行われる森林の造

成 

(c) 地すべり等防止法（昭和 33年法律第 30号）第 24条第１項に規定する関連事業計画若しくは急傾斜地

の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和 44年法律第 57号）第９条第３項の規定による勧告に基づき

行われる家屋の移転その他の措置又は同法第 10条第１項若しくは第２項の規定による命令に基づき行わ

れる急傾斜地崩壊防止工事 

(d) 非常災害のために必要な応急処置 

(e) 土地改良法第７条第４項に規定する非農用地区域と定められた区域内にある土地を当該非農用地区域

に係る土地改良法第７条第１項の土地改良事業計画、旧独立行政法人緑資源機構法第 15条第１項の特定

地域整備事業実施計画又は旧農用地整備公団法第 21条第１項の農用地整備事業実施計画に定められた用

途に供する行為 

(f) 工場立地法（昭和 34年法律第 24号）第３条第１項の工場立地調査簿に工場適地として記載された土地

の区域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内において行われる工場又は事業場の設置 

(g) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成 14年法律

第 147号）附則第５条第１項第１号に掲げる業務（農業上の土地利用との調整が調った土地の区域内にお

いて行われるものに限る。） 

(h) 集落地域整備法(昭和 62年法律第 63号)第５条第１項の集落地区計画の定められた区域（農業上の土地

利用との調整が調ったもので、集落地区整備計画（同条第３項に規定する集落地区整備計画をいう。以下

同じ。）が定められたものに限る。）内において行われる同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備 

(i) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成 10年法律第 41号）第４条第１項の認定を受けた同項に

規定する優良田園住宅建設計画(同条第４項及び第５項の規定による協議が調ったものに限る。）に従って

行われる同法第２条に規定する優良田園住宅の建設 
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(j) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45年法律第 139号）第３条第１項の農用地土壌汚染対策

地域（以下単に「農用地土壌汚染対策地域」という。）として指定された地域内にある農用地（同法第２条

第１項に規定する農用地をいう。以下(j)及び(2)のアの(ｸ)のｔにおいて同じ。）（同法第５条第１項の農用

地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農

用地を除く。(2)のアの(ｸ)のｔにおいて同じ。）その他の農用地の土壌の同法第２条第３項に規定する特定

有害物質（以下単に「特定有害物質」という。）による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の

流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利

用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業 

(k) 東日本大震災復興特別区域法（平成 23年法律第 122号）第 46条第２項第４号に規定する復興整備事業

であって、次に掲げる要件に該当するもの 

ⅰ 東日本大震災復興特別区域法第 46条第１項第２号に掲げる地域をその区域とする市町村が作成する同

項に規定する復興整備計画に係るものであること。 

ⅱ 東日本大震災復興特別区域法第 47条第１項に規定する復興整備協議会における協議が調ったものであ

ること。 

ⅲ 当該市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。 

ⅳ 当該市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 

(l) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律（平成 25年 

法律第 81号）第５条第１項に規定する基本計画に定められた同条第２項第２号に掲げる区域（農業上の土 

地利用との調整が調ったものに限る。）内において同法第７条第１項に規定する設備整備計画（当該設備整 

備計画のうち同条第２項第２号に掲げる事項について同法第６条第１項に規定する協議会における協議が 

調ったものであり、かつ、同法第７条第４項第１号に掲げる行為に係る当該設備整備計画についての協議 

が調ったものに限る。）に従って行われる同法第３条第２項に規定する再生可能エネルギー発電設備の整備 

(m)  地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号）第 21条第５項第２号に規定する促進区

域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内において同法第 21条の２第１項において読み替

えて適用する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第

７条第１項の認定を受けた同項に規定する設備整備計画に従って行われる同法第３条第２項に規定する再

生可能エネルギー発電設備の整備「農業上の土地利用との調整」は、「地域脱炭素化促進事業に係る農地転

用の取扱いに関する留意事項についての制定について」（令和４年６月 28日付け４農振第 948号農村振興

局長通知）第２の４に定めるところにより行う。 

(n)  農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律（平成 19年法律第 48号）第５条

第１項の規定により作成された活性化計画（当該活性化計画に記載された同条第２項第２号ニに規定する

事項及び同条第４項各号に掲げる事項について同法第６条第１項に規定する協議会における協議が調った

ものに限る。）に従って行われる同法第５条第２項第２号ニに規定する事業 
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ｈ 地域整備法の定めるところに従って行われる場合で令第４条第１項第２号ヘ(1)から(5)までのいずれかに該当

するものその他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる場合で(a)に掲げる要件に該当す

るものであること。 

(a) (b)に掲げる計画においてその種類、位置及び規模が定められている施設（農業振興地域の整備に関する

法律施行規則（昭和 44年農林省令第 45号）第４条の５第１項第 26号の２の計画にあっては、同号に規定

する農用地等以外の用途に供することを予定する土地の区域内に設置されるものとして当該計画に定めら

れている施設）を(b)に掲げる計画に従って整備するため行われるものであること。 

(b) 農振法第８条第１項の規定により市町村が定める農業振興地域整備計画又は同計画に沿って当該計画に

係る区域内の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画 

 


